
第3'様 式 (第15条関係)

京都市南区上鳥羽藁日町1番 地

事 業 者 排 出 量 肖」 滅 報 告 書

メテックJヒ村株式会社
代表取締役社長  北 村 隆 幸

F京 都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原lgに換算して1,500キピリットル以上))

「
房撰鱈撃誇堤濡哉足窓

条例施行SRlttW条 第2号又は第3号該当事業者 伏 規模運送事業者 (卜7N/ク 又はバス抑0台以 L/タ クシ」 抑包

「 本部F地 球温暖化対策条例施行規則第10条第4号骸当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3,000卜S

平成 18年   4 月  ～  平 成 2 1 年   3 月

メテンク北村株式会社は、 「創造力を集め、より良い製品造りをモント~に 自己の総意を尽くして社会に貢献し、私たちの生活環境を豊かに

し、知性を高めるJと いう当社の基本方針を基に、全杜員の泊け意工夫により、企業活動の中で地球環境の保全に記慮した行動をしま曳  (環 境

負荷物質に関する教育及び削減の実施)

とする環境マネジメント組織を構成しており、その中で省エネなどの取和を行つていま丸  (5月 末までの運用結果を報告)

措  置

■シブレッサーなどをインネーター制御にして、省エネ化を図,ま れ

プリント草を優先に使潟し、ガンリンの使用よを削減します。

ては、省エネタイプのものを導択し難入しまi

よると室幼学向卜再びラインスピー ドアップで生重能力を拡大しま汽  〈な産性5%ア ッカ

毎ヽ窟のrb灯を徹底 しまあ ウオームピズ ク ール ピズを実践 します。

(平成2o)年 度(平成 17)年 度

よる温室効果
ガスの削減量

自然エネルギーを利用した

担 当 者 氏 名

フ ァクシ ミ リ番 号

笹畳磨負皆管旨芳告序置簿響言震ま縁鎮憂準播ヤ阜志々9阜震そ?P塊終そた岳な採甘霊嵐子番砦倭喬?予言:と
9%の上昇となりました。にし、カロエ売
20%程 度の改善効果が得られました。

と 1萩 当する日には、レ印を記入してくださやヽ 特定事業者以外の'難 音の方成レ印の記入は不要でrp

2「 差率年度〕とは辞回翔間の前年度を、 「国標年度」とは計画朔間の最終年度を、 「報告年度Jと は排醐 潤のうち 今 回報告の対奈となる4F2をいいま坑

3事務警饗第雑鮮黎勤鱗紹餡蓋鞭黎号R鑑懲絃餓曇織緩籍群詔緊澄勤貞鱗音口投み鮭畠錫?群革新採騒鮮騨韓鱗昏練
業活動に伴い発生する眼室効果ガスをいいまえ

4橋
?歩7空9渥努告轟突離8捻曇密景努食2朝藍曇懲i:?番磐湧?fう亀9撃凛鞘甲母縁嶺客賀啓革霞ら転を岳あ良患■っぃては18写産を19年度の実績ttR計政5トンと記入

Sど
ラ霧をあ炎境籍た舜身亀窪場至身安属品霰爆と喜壼費挨 :驚 讐景P対

比やエネルイー原単位 防排出量 省エネ空島開発などFLEの 温室効果メス排出期浅への言献、グ リ ン閥蛍の課昂 や定フ


